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現
在
、
国
民
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、
毎
年
1
回
、
現
況
届

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

が
、
12
月
生
ま
れ
の
方
か
ら
住
民

基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
を
利
用
し
、
現
況
を
確
認
す
る

た
め
現
況
届
の
提
出
が
不
要
に
な

り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
方
は
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す
。

①
社
会
保
険
庁
で
保
有
し
て
い
る

本
人
基
本
情
報
（
氏
名
、
性
別
、

生
年
月
日
、
住
所
）
と
住
民
基

本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
の
情
報
が
相
違
し
、
住
民
票

コ
ー
ド
を
確
認
で
き
な
い
方

②
外
国
籍
（
外
国
人
登
録
）
の
方

③
外
国
に
居
住
し
て
い
る
方

④
無
拠
出
の
障
害
年
金
（
20
歳
前

誕
生
月
が
来
た
と
き
の
現
況
届

12
月
生
ま
れ
の
方
か
ら
原
則

現
況
届
が
不
要
と
な
り
ま
す

国
民
年
金
給
付
裁
定
請
求
書
等
の

受
付
窓
口
に
つ
い
て

■老齢基礎年金
被保険者の加入状況 受　付　窓　口

第 1 号 被 保 険 者 期 間 の み 市役所および各総合支所

第1号被保険者期間＋合算対象期間

社会保険事務所第2号被保険者期間がある方

第3号被保険者期間がある方

旧 老 齢 年 金
市役所および各総合支所

旧 通 算 老 齢 年 金

■障害基礎年金
初診日の加入状況 受　付　窓　口

第 1 号 被 保 険 者 市役所および各総合支所

第 2 号 被 保 険 者
社会保険事務所

第 3 号 被 保 険 者

未 加 入　　（20歳未満）
市役所および各総合支所

未 加 入　　（60歳以降）

障
害
等
）
を
受
給
し
て
い
る
方

　

ま
た
、
次
の
場
合
は
、
現
況
届

以
外
の
届
が
引
き
続
き
必
要
で
す
。

①
加
給
年
金
額
を
受
け
て
い
る
場

合
は
「
生
計
維
持
確
認
届
」

②
障
害
の
程
度
の
確
認
の
た
め
に

「
診
断
書
」
の
提
出
が
必
要
な

と
き

※
提
出
が
必
要
な
書
類
は
、
社

会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
受

給
者
の
皆
さ
ん
へ
送
付
さ
れ
ま

す
。

※
12
月
生
ま
れ
の
方
か
ら
住
民
票

コ
ー
ド
収
録
通
知
が
発
送
さ
れ

ま
す
。

　

国
民
年
金
給
付
ま
た
は
死
亡
届

な
ど
の
受
付
窓
口
は
、
加
入
状
況

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
添
付
書

類
な
ど
を
市
役
所
で
お
取
り
い
た

だ
い
て
か
ら
、
社
会
保
険
事
務
所

へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
社
会
保
険
事
務
所
で

必
要
書
類
を
確
認
の
上
、
受
付
窓

口
へ
提
出
く
だ
さ
い
。
な
お
、
受

付
窓
口
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
国
民
年
金
加
入
者
の
こ
と
を
被

保
険
者
と
い
い
、
職
業
な
ど
に
よ

り
3
種
類
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

•
第
1
号
被
保
険
者
と
は
…
日
本

国
内
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
自
営
業
者
・
農
林

漁
業
者
・
無
職
・
学
生
な
ど
の

方
•
第
2
号
被
保
険
者
と
は
…
厚
生

年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
方
（
会
社
員
・
公
務

員
な
ど
）

•
第
3
号
被
保
険
者
と
は
…
第
2

号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶

者
（
年
収
1
3
0
万
円
未
満
）
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《
問
合
せ
》

▽
兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡

事
務
所
☎
22
－
3
1
9
6

▽
市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課

兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡

事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ　

年
金
相
談
窓
口
を
時
間
延
長

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
を

利
用
く
だ
さ
い

　

年
金
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り

時
間
延
長
し
ま
す
。

　

な
お
、
お
越
し
の
際
に
は
、
年

金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
の
わ

か
る
も
の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

●
12
月
9
日（
土
）は

　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

●
12
月
4
日（
月
）・
11
日（
月
）・ 

18
日（
月
）・
25
日（
月
）は

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

　

年
金
に
関
す
る
相
談
に
、
ね
ん

き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
を
利
用
く
だ
さ
い
。

●
受
付
時
間

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15

分
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

●
相
談
電
話
番
号

▽
年
金
請
求
な
ど
の
年
金
相
談

　

☎
0
5
7
0
－
05
－
1イ
1イ
6ロウ
5ゴ

▽
年
金
を
受
給
中
の
方
の
相
談

　

☎
0
5
7
0
－
07
－
1イ
1イ
6ロウ
5ゴ

▽
公
売
方
法

　

期
日
入
札

▽
公
売
会
場

　

市
役
所
第
3
会
議
室

▽
公
売
期
日

　

平
成
19
年
2
月
5
日（
月
）

▽
入
札
時
間

　

午
後
2
時
〜
2
時
30
分

▽
開
札
時
間

　

午
後
2
時
30
分

▽
売
却
決
定
日
時

　

平
成
19
年
2
月
12
日（
月
）午
後

2
時

▽
買
受
代
金
納
付
期
限

　

平
成
19
年
2
月
12
日（
月
）午
後

3
時

■寡婦年金・死亡一時金・特別一時金
種　　　　別 受　付　窓　口

寡 婦 年 金

市役所および各総合支所死 亡 一 時 金

特 別 一 時 金

■未支給年金・死亡届・障害基礎年金等の額改定
種　　　　　別 受 付 窓 口

未支給年金
（死亡届）

老齢基礎年金 社会保険事務所

障害基礎年金

市役所および各総合支所遺族基礎年金

寡 婦 年 金

旧 老 齢 年 金

社会保険事務所旧通算老齢年金

旧 障 害 年 金

障害基礎年金の額改定
市役所および各総合支所

旧 障 害 年 金 の 額 改 定

■遺族基礎年金
死亡日の加入状況 受　付　窓　口

第 1 号 被 保 険 者 市役所および各総合支所

第 2 号 被 保 険 者

社会保険事務所
第 3 号 被 保 険 者

未加入（60歳以降)

老齢基礎年金の受給資
格を満たしている者

公売期日
平成19年
2月5日（月）

▽
参
加
資
格　

国
税
徴
収
法
で
規

定
さ
れ
る
例
外
を
除
き
、
成
人

の
方
で
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
農
業
委
員
会
が
発
行
す

る
買
受
適
格
証
明
等
の
提
出
が

必
要
で
す
。

▽
入
札
当
日
の
持
ち
物

•
印
鑑
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者

の
印
鑑
）

•
公
売
保
証
金

•
法
人
の
場
合
、
代
理
人
に
よ
り

入
札
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ほ
か

に
も
書
類
が
必
要
で
す
。

◎
注
意
事
項

•
公
売
財
産
に
つ
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
現
況
・
関
係
公
簿
等
を

十
分
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

•
事
情
に
よ
っ
て
公
売
を
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

•
物
件
に
瑕か

疵し

が
あ
っ
て
も
市
は

そ
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

•
そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、

税
務
課
収
税
係
へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

税
務
課
収
税
係

▽
公
売
対
象
物
件　

1
件

所　在　地 日高町名色

地　　　目 畑

地　　　積 247.00㎡

見 積 価 格 230,000円

公売保証金   30,000円

不
動
産
公
売
の

お
知
ら
せ

不
動
産
公
売
の

お
知
ら
せ


